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児 童 部 保 育 幼 稚 園 室 

 

 

 

教育・保育の確保の現状と変更案 

 

 

 

１ 教育・保育の確保の現状について 

  別紙「確保方策とこれまでに確保した又は確保予定の内容について」のとおり 

 

 

２ 確保方策の主な変更案について 

 ⑴ 小規模保育事業施設等から保育所への確保の変更 

一部の区域の小規模保育事業施設等と認可外保育施設から認可保育所へ移行を予定していた施

設の２号認定の確保等をあわせて、新たに保育所での確保に変更します。 

 

⑵ 認定こども園への移行 

  ア 既存幼稚園からの移行による３号認定の確保方策について、小規模保育事業施設等や保育所で

の確保に変更します。 

 

 イ 既存幼稚園からの移行による２号認定（幼稚園利用希望）の確保方策について、一部を私立

幼稚園の長時間預かり実施に向けた市独自の促進策による確保に変更します。 

 

 ウ 既存保育所からの移行による１号認定の設定について、新たに移行予定の施設分を確保します。 

 

 

⑶ 認可外保育施設移行 

国の補助金制度の変更に合わせ、保育所への移行のほかに小規模保育事業施設を加えたうえ、変

更します。 

 

 


















